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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成24年8月16日(2012.8.16)

【公表番号】特表2011-526541(P2011-526541A)
【公表日】平成23年10月13日(2011.10.13)
【年通号数】公開・登録公報2011-041
【出願番号】特願2011-515716(P2011-515716)
【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｊ  19/02     (2006.01)
   Ｃ０４Ｂ  35/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｊ  19/02    　　　　
   Ｃ０４Ｂ  35/12    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年6月28日(2012.6.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　焼結材料であって、
　少なくとも２５質量％の酸化クロムＣｒ2Ｏ3と、
　少なくとも０．５質量％であり且つ９．５質量％未満のシリカＳｉＯ2と、
　少なくとも１質量％の酸化ジルコニウムと、
　１０質量％超の酸化アルミニウムＡｌ2Ｏ3とを含有し、前記酸化ジルコニウムＺｒＯ2

の少なくとも３０質量％が立方晶及び／又は正方晶で安定化されることを特徴とする焼結
材料。
【請求項２】
　３５質量％超の酸化クロムＣｒ2Ｏ3を含有する、請求項１に記載の焼結材料。
【請求項３】
　４５質量％未満の酸化クロムＣｒ2Ｏ3を含有する、請求項１又は２のいずれかに記載の
焼結材料。
【請求項４】
　３質量％超のシリカＳｉＯ2を含有する、請求項１～３のいずれかに記載の焼結材料。
【請求項５】
　５質量％超のシリカＳｉＯ2を含有する、請求項４に記載の焼結材料。
【請求項６】
　９質量％未満のシリカＳｉＯ2を含有する、請求項１～５のいずれかに記載の焼結材料
。
【請求項７】
　８質量％未満のシリカＳｉＯ2を含有する、請求項６に記載の焼結材料。
【請求項８】
　１５質量％超の酸化アルミニウムＡｌ2Ｏ3を含有する、請求項１～７のいずれかに記載
の焼結材料。
【請求項９】
　１７質量％超の酸化アルミニウムＡｌ2Ｏ3を含有する、請求項８に記載の焼結材料。
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【請求項１０】
　１０質量％超であり且つ４５質量％未満の酸化ジルコニウムＺｒＯ2を含有する、請求
項１～９のいずれかに記載の焼結材料。
【請求項１１】
　２５質量％未満の酸化ジルコニウムＺｒＯ2を含有する、請求項１０に記載の焼結材料
。
【請求項１２】
　前記酸化ジルコニウムＺｒＯ2の少なくとも６０質量％が、立方晶及び／又は正方晶で
安定化される、請求項１１に記載の焼結材料。
【請求項１３】
　前記酸化ジルコニウムを安定化しない、ＣａＯ、ＭｇＯ、Ｙ2Ｏ3、ＴｉＯ2及びＣｅＯ2

、Ｅｒ2Ｏ3、Ｌａ2Ｏ3等の希土類酸化物から選択される少なくとも１種のドーパントを含
有する、請求項１～１２のいずれかに記載の焼結材料。
【請求項１４】
　Ａｌ2Ｏ3＋ＺｒＯ2の総含有量が、酸化物を基準として３５質量％超である、請求項１
～１３のいずれかに記載の焼結材料。
【請求項１５】
　マトリックスによって結合された粒状体を特徴とする、請求項１～１４のいずれかに記
載の焼結材料。
【請求項１６】
　前記焼結材料の酸化物を基準として、前記粒状体におけるＣｒ2Ｏ3の含有量が１５質量
％以上であり、前記マトリックスにおけるＣｒ2Ｏ3の含有量が１０質量％以上である、請
求項１５に記載の焼結材料。
【請求項１７】
　前記材料の構造が、酸化ジルコニウム並びにＣａＯ、ＭｇＯ、Ｙ2Ｏ3、ＴｉＯ2及びＣ
ｅＯ2、Ｅｒ2Ｏ3、Ｌａ2Ｏ3等の希土類酸化物から選択されるドーパントを含む結晶粒を
含むマトリックスによって結合された酸化クロムの粒状体を特徴とし、前記ドーパントが
前記酸化ジルコニウムを安定化し又は安定化せず、前記結晶粒が含有する酸化ジルコニウ
ムのパーセンテージが、前記焼結材料の質量に対して１質量％超である、請求項１５に記
載の焼結材料。
【請求項１８】
　層が適用される内壁又はブロックの集合体によって保護される内壁を備える反応装置で
あって、前記層又はブロックが、請求項１～１７のいずれかに記載の焼結材料の少なくと
も１つの領域を有することを特徴とする反応装置。
【請求項１９】
　ガス化装置の形態である、請求項１８に記載の反応装置。
【請求項２０】
　請求項１～１７のいずれかに記載の焼結材料を製造する方法であって、出発装填材料を
焼結することを含み、前記出発装填材料が、湿潤した前記出発装填材料を基準としたパー
センテージで３％超であり且つ１５％未満であるクレイを含有することを特徴とする方法
。
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